
隣保館運営事業等県費補助金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 県は、地域住民の生活向上を図るため、市町村が隣保館等において行う事業を効 

 果的に推進するため、その運営に要する経費について、当該市町村に対し、毎年度予算 

 の範囲内において補助金を交付する。 

２ 前項の補助金の交付に関しては、補助金等の交付手続等に関する規則（昭和４０年埼 

 玉県規則第１５号。以下「規則」という。）に定めるもののほかこの要綱に定めるとこ 

 ろによる。 

  （補助対象事業） 

第２条 補助の対象となる事業は、次のとおりとする。 

 一 隣保館運営事業 

   平成１４年８月２９日付け厚生労働省発社援第０８２９００２号厚生労働事務次官 

  通知「隣保館の設置及び運営について」（以下「設置運営要綱」という。）に基づき 

  市町村が行う基本事業。  

 二 隣保館等における隣保事業 

     設置運営要綱及び平成１４年８月２９日付け社援地第０８２９００１号厚生労働省 

  社会・援護局長通知「隣保館の設置及び運営について」に基づき市町村が行う次の事 

  業。 

  （ア）隣保館における隣保館デイサービス事業 

  （イ）隣保館における地域交流促進事業 

  （ウ）隣保館における相談機能強化事業 

  （エ）広域隣保活動事業 

  （補助対象経費、基準額及び補助額） 

第３条 補助金の交付の対象となる経費及び基準額は、別表のとおりとし、当該経費に対

 する補助額は、補助対象経費と基準額とを比較して少ない方の額に別表の補助率を乗じ

 て得た額以内の額とする。 

  ただし、算出された額に１，０００円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨て

 るものとする。 

  （交付の条件） 

第４条 この補助金の交付に際しては、次の条件が付せられるものとする。 

  一 この事業種目に要する経費を他の事業種目の経費に充ててはならない。 

  二  事業の内容を変更（軽微な変更を除く。）及び事業を中止し、又は廃止する場合に

  は、知事の承認を受けなければならない。 

  三 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速

  やかに知事に報告し、その指示を受けなければならない。 

  四 事業により取得し、又は効用の増加した備品等については、事業完了後においても

  善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければな

  らない。 

  五 補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした別紙様式による調書を作

  成し、これを当該事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から５年間保管して

  おかなければならない。 

 （備品等の処分制限） 

第５条 事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価５０万円以上の備品等につい

 ては、知事が定める期間を経過するまで知事の承認を受けなければ補助金の交付の目的 

  に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。 

    ただし、補助金の全部に相当する額を県に納付した場合には、この限りでない。 

 



  （補助金の交付の申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする市町村の長は、規則第４条第１項の規定による交 

 付申請書を提出するものとし、その様式は様式第１号のとおりとする。 

２ 前項の交付申請書の提出時期は、毎会計年度別に定めるものとし、補助金の交付申請

 をしようとする市町村に通知するものとする。 

 （添付書類の省略） 

第７条 規則第４条第２項第１号及び第２号に掲げる事項に係る書類の添付は要しない。 

  （概算払） 

第８条 知事は、特に必要があると認めたときは、概算払をすることができる。 

  （交付決定通知書） 

第９条 規則第７条の交付決定通知書の様式は、様式第２号のとおりとする。 

 （状況報告） 

第１０条 市町村の長は、知事の要求があったときは、補助事業の遂行の状況について報

 告しなければならない。 

 （実績報告書） 

第１１条 規則第１３条の報告書の様式は、様式第３号のとおりとする。 

２ 前項の報告書の提出時期は、当該事業の完了（補助事業の廃止の場合を含む。）の日

 から 起算して１か月を経過した日又は当該補助事業の属する会計年度終了の日のいず

 れか早い期日とする。 

 （確定通知書） 

第１２条 規則第１４条の確定通知書の様式は、様式第４号のとおりとする。 

 （書類の整備保管） 

第１３条 市町村の長は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿並びに当該

 収入及び支出等についての証拠書類を整備し、保管しておかなければならない。 

２ 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該事業の完了の日の属する会計年度の翌会計

 年度から５年間保管しなければならない。 

 

   附 則 

１ この要綱は、昭和４５年度の補助金から適用する。 

２ 地方改善施設整備事業等県費補助金交付要綱（昭和４３年８月１日福第１５７２号埼

 玉県民生部長通知）は、廃止する。 

      附 則（昭和４６年１２月９日同第２１８号埼玉県民生部長通知） 

 この要綱は、昭和４６年４月１日から施行し、昭和４６年度の補助金から適用する。 

      附 則（昭和４８年１月２５日同第２０号埼玉県民生部長通知） 

 この要綱は、昭和４８年１月２５日から施行し、昭和４７年度の補助金から適用する。 

      附 則（昭和４８年１０月２２日同第３８７号埼玉県企画財政部長通知）   

 この要綱は、昭和４８年１０月２２日から施行し、昭和４８年度の補助金から適用する。 

      附 則（昭和４９年１０月１７日同第３２３号埼玉県企画財政部長通知） 

 この要綱は、昭和４９年１０月１７日から施行し、昭和４９年度の補助金から適用する。 

      附 則（昭和５０年８月３０日同第２３７号埼玉県企画財政部長通知） 

 この要綱は、昭和５０年８月３０日から施行し、昭和５０年度の補助金から適用する。 

      附 則（昭和５１年１０月２日同第２０２号埼玉県企画財政部長通知） 

 この要綱は、昭和５１年１０月２日から施行し、昭和５１年度の補助金から適用する。 

      附 則（昭和５２年８月３１日同第１７９号埼玉県企画財政部長通知） 

 この要綱は、昭和５２年８月３１日から施行し、昭和５２年度の補助金から適用する。 

      附 則（昭和５３年７月５日同第９９号埼玉県企画財政部長通知） 

  この要綱は、昭和５３年７月５日から施行し、昭和５３年度の補助金から適用する。 

 



      附 則 

  この要綱は、昭和５４年７月１６日から施行し、昭和５４年度の補助金から適用する。 

      附 則 

  この要綱は、昭和５５年８月９日から施行し、昭和５５年度の補助金から適用する。 

      附 則 

  この要綱は、昭和５６年９月２９日より施行し、昭和５６年度の補助金から適用する。 

      附 則 

  この要綱は、昭和５７年８月２日より施行し、昭和５７年度の補助金から適用する。 

      附 則 

  この要綱は、昭和５８年７月２０日より施行し、昭和５８年度の補助金から適用する。 

      附 則 

  この要綱は、昭和５９年７月２１日より施行し、昭和５９年度の補助金から適用する。 

      附 則 

  この要綱は、昭和６０年８月２７日より施行し、昭和６０年度の補助金から適用する。 

      附 則 

  この要綱は、昭和６１年１２月１０日より施行し、昭和６１年度の補助金から適用する。 

      附 則 

  この要綱は、昭和６２年８月４日から施行し、昭和６２年度の補助金から適用する。 

      附 則 

  この要綱は、昭和６３年６月３０日から施行し、昭和６３年度の補助金から適用する。 

      附 則 

  この要綱は、平成元年８月１８日から施行し、平成元年度の補助金から適用する。 

      附 則 

  この要綱は、平成２年１１月９日から施行し、平成２年度の補助金から適用する。 

      附 則 

  この要綱は、平成３年１０月３日から施行し、平成３年度の補助金から適用する。 

      附 則 

  この要綱は、平成４年１１月１７日から施行し、平成４年度の補助金から適用する。 

      附 則 

  この要綱は、平成５年１２月１４日から施行し、平成５年度の補助金から適用する。 

      附 則 

  この要綱は、平成６年１０月１４日から施行し、平成６年度の補助金から適用する。 

      附 則 

  この要綱は、平成７年１２月１９日から施行し、平成７年度の補助金から適用する。 

      附 則 

  この要綱は、平成８年８月２８日から施行し、平成８年度の補助金から適用する。 

      附 則 

  この要綱は、平成１０年１月２８日から施行し、平成９年度の補助金から適用する。 

      附 則 

  この要綱は、平成１１年１月８日から施行し、平成１０年度の補助金から適用する。 

      附 則 

  この要綱は、平成１１年１０月１日から施行し、平成１１年度の補助金から適用する。 

      附 則 

  この要綱は、平成１３年３月２３日から施行し、平成１２年度の補助金から適用する。 

      附 則 

  この要綱は、平成１４年１月２５日から施行し、平成１３年度の補助金から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１５年１月２１日から施行し、平成１４年度の補助金から適用する。 



      附 則 

 この要綱は、平成１６年１月３０日から施行し、平成１５年度の補助金から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１７年１月２１日から施行し、平成１６年度の補助金から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１７年６月３０日から施行し、平成１７年度の補助金から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１８年６月３０日から施行し、平成１８年度の補助金から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２０年６月１３日から施行し、平成２０年度の補助金から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２１年６月１９日から施行し、平成２１年度の補助金から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２２年６月４日から施行し、平成２２年度の補助金から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２３年６月２４日から施行し、平成２３年度の補助金から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２４年６月４日から施行し、平成２４年度の補助金から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２５年６月５日から施行し、平成２５年度の補助金から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２６年４月１６日から施行し、平成２６年度の補助金から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２７年６月５日から施行し、平成２７年度の補助金から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２８年６月２８日から施行し、平成２８年度の補助金から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成３０年７月１９日から施行し、平成３０年度の補助金から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、令和２年８月２６日から施行し、令和２年度の補助金から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行し、令和３年度の補助金から適用する。 

   附 則 

 



別表（第３条関係） 

 

区 分 補 助 対 象 経 費 基 準 額 補 助 率 

１  隣保館 

  運営費 

 

 隣保館運営のために必要 

な従事職員の報酬、給料、職

員手当等、共済費、報償費、

旅費、需要費、役務費 

（保険料を除く。）使用料及

び賃借料、原材料費、備品購

入費 

１ 相談事業等 

  知事が承認した額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ３／４ 

２ 相談事業充実費 

  必要に応じ相談事業の充実

 を図る場合は、知事が承認し

 た額。 

  ただし、事業期間が１年に

 満たない場合 

  承認額×事業月数の額 

       １２  

３ 周辺地域巡回事業 

  １館当たり年額 

   176,000円 

  ただし、事業期間が１年に

 満たない場合 

 176,000 円×事業月数の額 

        １２ 

 隣保館職員の研修会参加

に必要な負担金 

４ 社会調査及び研究事業の充 

  実 

  知事が承認した額 

２ 隣保館 

  デイサ 

  ービス 

  事業費

  

 隣保館デイサービス事業

の実施に必要な報酬、給料、

職員手当等、共済費、報償

費、旅費、需要費、役務費

（保険料を除く。）、委託

料、使用料及び賃借料、原

材料費、備品購入費 

  １館当たり年額 

    1,191,000円 

 

 

 

 ３／４ 

３ 地域交

  流促進

  事業費 

 地域交流促進事業の実施

に必要な報酬、給料、職員

手当等、共済費、報償費、

旅費、需用費、役務費（保

険料を除く。）委託料、使

用料及び賃借料、原材料費、

備品購入費 

１ 休日等開館事業 

   5,992円×活動延日数 

  ただし、年間２４日以上で

  あること。 

２ 交流促進講座開設事業 

  １館当たり年額 

    413,000 円 

  ただし、１講座当たり月６ 

 時間程度以上、年１８時間以 

 上開催すること。  

 

 

 

 

 

 ３／４ 

４ 相談機 

  能強化 

  事業費 

 相談機能強化事業の実施

に必要な報酬、給料、職員

手当等、共済費、報償費、

旅費、需要費、役務費（保

険料を除く。）委託料、使

用料及び賃借料、原材料費、

備品購入費  

  １館当たり年額 

     870,000円 

 

 

 ３／４ 



 

５ 広域隣

  保活動

  事業費 

 広域隣保活動事業の実施

に必要な報酬、給料、職員

手当等、共済費、報償費、

旅費、需用費、役務費（保

険料を除く。）委託料、使

用料及び賃借料、役務費、

原材料費、備品購入費 

  1ケ所当たり年額 

    1,307,000円 

 

 

 ３／４ 

 

 

 

 



様式第１号（第６条関係） 

 

令和  年度隣保館運営事業等県費補助金交付申請書 

 

                                                           第     号 

                                                   令和  年  月  日 

 

 

（あて先） 

      埼玉県知事 

 

 

 

                                           市町村長           

 

 

 

 下記により、令和  年度隣保館運営事業等県費補助金の交付を受けたいので、補助金

等の交付手続等に関する規則第４条の規定により、関係書類を添えて申請します。 

 

記 

 

１ 補助金交付申請額        金                     円 

 

２ 補助金所要額調                  別紙１のとおり 

 

３ 支出予定額内訳           別紙２のとおり 

 

４ 隣保館運営事業等実施計画        別紙３のとおり 

 

５ 従事職員状況                   別紙４のとおり 

 

６ 添付書類 

 (1)  歳入歳出予算書抄本 

 (2)  隣保館（広域隣保事業）設置条例及び運営規則等 

 (3) その他参考となる資料 

 

７ 交付方法                     精算払 ・ 概算払 

  （概算払の場合は理由を記入）            （理由：              ）



様式第２号（第９条関係） 

 

令和  年度隣保館運営事業等県費補助金交付決定通知書 

 

                                                         第     号 

                                                  令和  年  月  日 

 

 

 市町村長 様 

 

 

 

                                              埼玉県知事          

 

 

 

 令和  年  月  日付け    第    号で交付申請のあった令和  年度隣

保館運営事業等県費補助金については、下記のとおり交付します。 

 

記 

 

１ 事業種目 

 

２ 交付金額    金                      円 

 

３ 交付方法     

 

４ 交付条件 

 (1)  この事業種目に要する経費を他の事業種目の経費に充ててはならない。 

 (2)  事業の内容を変更（軽微な変更を除く。）及び事業を中止し、又は廃止する場合に

  は、知事の承認を受けなければならない。 

 (3)  事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速

  やかに知事に報告し、その指示を受けなければならない。 

 (4) 事業により取得し、又は効用の増加した備品等については、事業完了後においても

  善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければな

  らない。 

 (5) 補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした別紙様式による調書を作

  成し、これを当該事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から５年間保管して

  おかなければならない。 



様式第３号（第１１条関係） 

 

令和  年度隣保館運営事業等県費補助金実績報告書 

   

                                                     第     号 

                                                 令和  年  月  日 

 

（あて先） 

    埼玉県知事 

 

 

                                           市町村長           

 

 

 令和  年  月  日付け  第   号で補助金の交付決定の通知を受けた平成 

 年度隣保館運営事業等の実績について、補助金等の交付手続等に関する規則第１３条の

規定により関係書類を添えて下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 補助金精算額調        別紙１のとおり 

 

２ 支出済額内訳           別紙２のとおり 

 

３ 隣保館運営事業等実施結果      別紙３のとおり 

 

４ 従事職員状況                 別紙４のとおり 

 

５ 添付書類 

 (1)  歳入歳出決算（見込）書抄本 

 (2)  その他参考となる資料 



様式第４号（第１２条関係） 

 

令和  年度隣保館運営事業等県費補助金交付額確定通知書 

 

                                                       第     号 

                                                  令和  年  月  日 

 

 

  市町村長 様 

 

 

 

                                          埼玉県知事          

 

 

 

 令和  年  月  日付け  第   号で交付決定した令和  年度隣保館運営事

業等県費補助金については、令和  年  月  日付け    第    号で提出の

あった事業実績報告書に基づき、交付額を次のとおり確定したので通知します。 

 

記 

 

１ 事業種目 

 

２ 確 定 額    金                      円 


